
 令和６年 教育委員会 

 

第４回 定例会 議事日程 
 

                  令和６年２月27日（火） 

 

第１ 議  案 

【 指導課 】 

（１）議案第５号「幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施

行規則等の一部改正を改正する規則」 

（２）議案第６号「千代田区教職員健康管理規程」 

（３）議案第７号「学校職員服務取扱規程の一部改正」 

 

第２ 協  議 

【 子ども施設課 】 

（１）千代田区立学校施設使用条例施行規則の一部改正について 

 

第３ 報  告 

【 子ども総務課 】 

（１）令和６年度 おがちよ教育交流事業の実施について 

（２）令和６年千代田区議会第１回定例会報告について 

（３）教育広報かけはしの見直しについて 

【 指導課 】 

（１）令和５年度全国体力・運動習慣等調査の結果について 

（２）いじめ、不登校、適応指導教室の利用状況等（令和５年１月）  

（３）令和６年度不登校対策事業について 

 

第４ その他 

【 子ども総務課 】 

 （１）教育委員会行事予定表 

  （２）広報千代田（３月５日号） 

 



1/13

議案第５号

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則等の一部を改正する

規則

（幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部改正）

第１条 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則（平成12年千代田

区教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。

新（改正後） 旧（現 行）

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制

限）

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制

限）

第８条 （現行に同じ） 第８条 （略）

２ 条例第11条第１項の職員の配偶者（届出を

しないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。）又はパートナーシップ関係（同

項に規定するパートナーシップ関係をいう。

以下同じ。）の相手方（以下「配偶者等」と

いう。）で当該子（同項において子に含まれ

るものとされる者（以下「特別養子縁組の成

立前の監護対象者等」という。）を含む。以

下同じ。）の親であるものが、深夜（午後10

時から翌日の午前５時までの間をいう。以下

同じ。）において常態として当該子を養育す

ることができるものとして教育委員会規則

で定める者は、次の各号のいずれにも該当す

るものとする。

２ 条例第11条第１項にの職員の配偶者（届出

をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者を含む。以下同じ。）で当該子（条例

第11条第１項において子に含まれるものと

される者（以下「特別養子縁組の成立前の監

護対象者等」という。）を含む。以下同じ。）

の親であるものが、深夜（午後10時から翌日

の午前５時までの間をいう。以下同じ。）に

おいて常態として当該子を養育することが

できるものとして教育委員会規則で定める

者は、次の各号のいずれにも該当するものと

する。

(１)から(３)まで （現行に同じ。） (１)から(３)まで （略）

３から10まで （現行に同じ。） ３から10まで （略）

11 第９項の規定による請求がされた後深夜

勤務制限開始日とされた日の前日までに、次

の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場

合には、当該請求はされなかったものとみな

す。

11 第９項の規定による請求がされた後深夜

勤務制限開始日とされた日の前日までに、次

の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場

合には、当該請求はされなかったものとみな

す。

(１) 当該請求に係る要介護者が死亡した

場合

(１) 当該請求に係る要介護者が死亡した

場合

(２) 当該請求に係る要介護者と当該請求

をした職員との親族関係が消滅した場合、

パートナーシップ関係が解消された場合

その他当該請求に係る要介護者が職員の

要介護者の範囲から外れた場合（以下「親

族関係等が消滅した場合」という。）

(２) 当該請求に係る要介護者と当該請求

をした職員との親族関係が消滅した場合

(３) 当該請求をした職員が当該請求に係

る要介護者を介護しなくなった場合

(３) 当該請求をした職員が当該請求に係

る要介護者を介護しなくなった場合

12から14まで （現行に同じ。） 12から14まで （略）

（育児又は要介護者の介護を行う職員の超 （育児又は要介護者の介護を行う職員の超
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過勤務の制限） 過勤務の制限）

第８条の２ １から14まで （現行に同じ。）第８条の２ １から14まで （略）

15 第10項の規定による請求がされた後超過

勤務制限開始日とされた日の前日までに、次

の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場

合には、当該請求はされなかったものとみな

す。

15 第10項の規定による請求がされた後超過

勤務制限開始日とされた日の前日までに、次

の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場

合には、当該請求はされなかったものとみな

す。

(１) 当該請求に係る要介護者が死亡した

場合

(１) 当該請求に係る要介護者が死亡した

場合

(２) 当該請求に係る要介護者と当該請求

をした職員との親族関係等が消滅した場

合

(２) 当該請求に係る要介護者と当該請求

をした職員との親族関係が消滅した場合

(３) 当該請求をした職員が当該請求に係

る要介護者を介護しなくなった場合

(３) 当該請求をした職員が当該請求に係

る要介護者を介護しなくなった場合

16から18まで （現行に同じ） 16から18まで （略）

（育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務） （育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務）

第８条の３ １から９まで （現行に同じ） 第８条の３ １から９まで （略）

10 第８項の規定による請求がされた後早出

遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次

の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場

合には、当該請求はされなかったものとみな

す。

10 第８項の規定による請求がされた後早出

遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次

の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場

合には、当該請求はされなかったものとみな

す。

(１) 当該請求に係る要介護者が死亡した

場合

(１) 当該請求に係る要介護者が死亡した

場合

(２) 当該請求に係る要介護者と当該請求

をした職員との親族関係等が消滅した場

合

(２) 当該請求に係る要介護者と当該請求

をした職員との親族関係が消滅した場合

(３) 当該請求をした職員が当該請求に係

る要介護者を介護しなくなった場合

(３) 当該請求をした職員が当該請求に係

る要介護者を介護しなくなった場合

11及び12 （現行に同じ。） 11及び12 （略）

（育児時間） （育児時間）

第22条 １及び２ （現行に同じ。） 第22条 １及び２ （略）

３ 男子職員の育児時間は、次の各号のいずれ

かに該当する場合には、承認しないものとす

る。

３ 男子職員の育児時間は、次の各号のいずれ

かに該当する場合には、承認しないものとす

る。

(１) 育児時間により育てようとする子に

ついて、配偶者等が労働基準法（昭和22年

法律第49号）その他の法律又は条例等によ

り出産後の休養を与えられている場合

(１) 育児時間により育てようとする子に

ついて、配偶者が労働基準法（昭和22年法

律第49号）その他の法律又は条例等により

出産後の休養を与えられている場合

(２) 配偶者等が育児休業法その他の法律

により育児休業をしている場合

(２) 配偶者が育児休業法その他の法律に

より育児休業をしている場合

(３) 育児時間により育てようとする子に

ついて、配偶者等が常態として育てること

ができる場合

(３) 育児時間により育てようとする子に

ついて、配偶者が常態として育てることが

できる場合

４ 第２項の規定にかかわらず、男子職員の育

児時間は、その配偶者等が当該子について育

児時間（当該配偶者等が職員でない場合にあ

４ 第２項の規定にかかわらず、男子職員の育

児時間は、その配偶者が当該子について育児

時間（当該配偶者が職員でない場合にあって
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っては、労働基準法第67条の規定による育児

時間又は他の法律若しくは条例等に基づく

育児時間に相当するもの。以下同じ。）を利

用するときは、１日について90分から当該配

偶者等が利用する育児時間を差し引いた時

間を限度とする。

は、労働基準法第67条の規定による育児時間

又は他の法律若しくは条例等に基づく育児

時間に相当するもの。以下同じ。）を利用す

るときは、１日について90分から当該配偶者

が利用する育児時間を差し引いた時間を限

度とする。

５ （現行に同じ） ５ （略）

（子の看護休暇） （子の看護休暇）

第22条の２ 子の看護休暇は、12歳に達する日

以後の最初の３月31日までの間にある子（配

偶者等の子を含む。以下この項において同

じ。）を養育する職員が、その子（次項にお

いて「養育する子」という。）の看護（負傷

し、又は疾病にかかったその子の世話を行う

ことをいう。）、予防接種の付き添い又は健

康診断の付き添いのため勤務しないことが

相当と認められる場合の休暇とする。

第22条の２ 子の看護休暇は、12歳に達する日

以後の最初の３月31日までの間にある子（配

偶者の子を含む。以下この項において同じ。）

を養育する職員が、その子（次項において「養

育する子」という。）の看護（負傷し、又は

疾病にかかったその子の世話を行うことを

いう。）、予防接種の付き添い又は健康診断

の付き添いのため勤務しないことが相当と

認められる場合の休暇とする。

２から６まで （現行に同じ） ２から６まで （略）

（出産支援休暇） （出産支援休暇）

第23条 出産支援休暇は、職員がその配偶者等

の出産に当たり、子の養育その他家事等を行

うための休暇とする。

第23条 出産支援休暇は、男子職員がその配偶

者の出産に当たり、子の養育その他家事等を

行うための休暇とする。

２ 出産支援休暇は、配偶者等の出産の直前又

は出産の日から起算して２週間の範囲内で、

１日単位として２日以内で承認する。ただ

し、職務に支障がないと認めるときは、１時

間を単位として承認することができる。

２ 出産支援休暇は、配偶者の出産の直前又は

出産の日から起算して２週間の範囲内で、１

日単位として２日以内で承認する。ただし、

職務に支障がないと認めるときは、１時間を

単位として承認することができる。

３から５まで （現行に同じ） ３から５まで （略）

６ 出産支援休暇を請求するときは、その配偶

者等の母子手帳等を示さなければならない。

６ 出産支援休暇を請求するときは、その配偶

者の母子手帳等を示さなければならない。

（育児参加休暇） （育児参加休暇）

第23条の２ 育児参加休暇は、職員がその配偶

者等の産前産後の期間に、育児に参加するた

めの休暇とする。

第23条の２ 育児参加休暇は、男子職員がその

配偶者の産前産後の期間に、育児に参加する

ための休暇とする。

２ 育児参加休暇は、職員の配偶者等の出産の

日の翌日から当該出産の日以後１年を経過

する日までの期間内において承認する。ただ

し、職員に当該職員又はその配偶者等と同居

し、かつ、養育の必要がある子がある場合に

は、配偶者等の出産予定日の８週間（多胎妊

娠の場合にあっては、16週間）前の日から当

該出産の日以後１年を経過する日までの期

間内において承認する。

２ 育児参加休暇は、男子職員の配偶者の出産

の日の翌日から当該出産の日以後１年を経

過する日までの期間内において承認する。た

だし、男子職員に当該職員又はその配偶者と

同居し、かつ、養育の必要がある子がある場

合には、配偶者の出産予定日の８週間（多胎

妊娠の場合にあっては、16週間）前の日から

当該出産の日以後１年を経過する日までの

期間内において承認する。

３から６まで （現行に同じ） ３から６まで （略）

７ 育児参加休暇を請求するときは、その配偶

者等の母子手帳等を示さなければならない。

ただし、第２項ただし書に規定する場合は、

７ 育児参加休暇を請求するときは、その配偶

者の母子手帳等を示さなければならない。た

だし、第２項ただし書に規定する場合は、当
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当該母子手帳等及び職員又はその配偶者等

が子と同居していることを確認できる証明

書等を示さなければならない。

該母子手帳等及び職員又はその配偶者が子

と同居していることを確認できる証明書等

を示さなければならない。

（慶弔休暇） （慶弔休暇）

第25条 （現行に同じ） 第25条 （略）

２ 慶弔休暇は、日を単位として、次の各号に

掲げる場合について、当該各号に定める日数

の範囲内で承認する。

２ 慶弔休暇は、日を単位として、次の各号に

掲げる場合について、当該各号に定める日数

の範囲内で承認する。

(１) 職員が結婚する場合又はパートナー

シップ関係となる場合 引き続く７日

(１) 職員が結婚する場合 引き続く７日

(２) 職員の関係者（別表第４に掲げる者に

限る。以下同じ。）が死亡した場合 教育

委員会が承認した日から引き続く同表に

掲げる日数

(２) 職員の親族（別表第４に掲げる親族に

限る。）が死亡した場合 教育委員会が承

認した日から引き続く別表第４に掲げる

日数

(３) 職員の父母の追悼のための特別な行

事を行う場合 １日

(３) 職員の父母の追悼のための特別な行

事を行う場合 １日

３ （現行に同じ） ３ （略）

４ 教育委員会は、第２項第１号の場合におい

て、慶弔休暇を承認するときは、結婚又はパ

ートナーシップ関係となった事実を確認で

きる証明書等の提出を求めることができる。

４ 教育委員会は、第２項第１号の場合におい

て、慶弔休暇を承認するときは、結婚の事実

を確認できる証明書等の提出を求めること

ができる。

５ 第２項第２号又は第３号の場合において、

慶弔休暇を請求するときは、関係者の死亡又

は父母の追悼のための特別な行事の事実を

確認できる証明書等を示さなければならな

い。

５ 第２項第２号又は第３号の場合において、

慶弔休暇を請求するときは、親族の死亡又は

父母の追悼のための特別な行事の事実を確

認できる証明書等を示さなければならない。

（ボランティア休暇） （ボランティア休暇）

第28条 ボランティア休暇は、職員が自発的

に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する次

に掲げる活動（専ら職員の親族、パートナー

シップ関係の相手方、血族のパートナーシッ

プ関係の相手方又はパートナーシップ関係

の相手方の血族に対する支援となる活動を

除く。）を行うため勤務しないことが相当と

認められる場合の休暇とする。

第28条 ボランティア休暇は、職員が自発的

に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する次

に掲げる活動（専ら職員の親族に対する支援

となる活動を除く。）を行うため勤務しない

ことが相当と認められる場合の休暇とする。

(１)から(４)まで （現行に同じ。） (１)から(４)まで （略）

２から４まで （現行に同じ。） ２ （略）

（短期の介護休暇） （短期の介護休暇）

第29条の２ １から５まで （現行に同じ） 第29条の２ １から５まで （略）

６ 短期の介護休暇を請求するときは、別記様

式第９号（以下「状態等申出書」という。）を

あらかじめ提出しなければならない。ただし、

緊急かつやむを得ない事由により状態等申出

書をあらかじめ提出することができなかった

場合には、事後において状態等申出書を提出し

なければならない。

６ 短期の介護休暇を請求するときは、別記様

式第11号（以下「状態等申出書」という。）を

あらかじめ提出しなければならない。ただし、

緊急かつやむを得ない事由により状態等申出

書をあらかじめ提出することができなかった

場合には、事後において状態等申出書を提出し

なければならない。

７ （現行に同じ。） ７ （略）
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（介護休暇） （介護休暇）

第30条  （現行に同じ。） 第30条  （略）

２ 前項の規定による申請は、指定期間の指定

を希望する期間の初日及び末日を別記様式第

10号に記入して行うものとする。

２ 前項の規定による申請は、指定期間の指定

を希望する期間の初日及び末日を別記様式第

９号に記入して行うものとする。

３ （現行に同じ。） ３ （略）

４ 職員は、第２項の規定による申請に基づき

前項若しくは第６項の規定により指定された

指定期間を延長して指定すること又は当該指

定期間若しくはこの項の申請（短縮の指定の申

請に限る。）に基づき次項若しくは第６項の規

定により指定された指定期間を短縮して指定

することを申請することができる。この場合に

おいては、改めて指定期間として指定すること

を希望する期間の末日を別記様式第10号に記

入して、教育委員会に申請しなければならな

い。

４ 職員は、第２項の規定による申請に基づき

前項若しくは第６項の規定により指定された

指定期間を延長して指定すること又は当該指

定期間若しくはこの項の申請（短縮の指定の申

請に限る。）に基づき次項若しくは第６項の規

定により指定された指定期間を短縮して指定

することを申請することができる。この場合に

おいては、改めて指定期間として指定すること

を希望する期間の末日を別記様式第９号に記

入して、教育委員会に申請しなければならな

い。

５から９まで （現行に同じ。） ５から９まで （略）

10 前項の規定による申請は、延伸期間の指定

を希望する期間の末日を別記様式第10号に記

入して行うものとする。

10 前項の規定による申請は、延伸期間の指定

を希望する期間の末日を別記様式第９号に記

入して行うものとする。

11 （現行に同じ。） 11 （略）

12 職員は、第10項の規定による申請に基づき

前項若しくは第14項の規定により指定された

延伸期間を延長して指定すること又は当該指

定期間若しくはこの項の申請（短縮の指定の申

請に限る。）に基づき次項若しくは第14項の規

定により指定された指定期間を短縮して指定

することを申請することができる。この場合に

おいては、改めて指定期間として指定すること

を希望する期間の末日を別記様式第10号に記

入して、教育委員会に申請しなければならな

い。

12 職員は、第10項の規定による申請に基づき

前項若しくは第14項の規定により指定された

延伸期間を延長して指定すること又は当該指

定期間若しくはこの項の申請（短縮の指定の申

請に限る。）に基づき次項若しくは第14項の規

定により指定された指定期間を短縮して指定

することを申請することができる。この場合に

おいては、改めて指定期間として指定すること

を希望する期間の末日を別記様式第９号に記

入して、教育委員会に申請しなければならな

い。

13から18まで （現行に同じ。） 13から18まで （略）

19 介護休暇の申請は、これを利用する日の前

日までに別記様式第10号により行うものとす

る。

19 介護休暇の申請は、これを利用する日の前

日までに別記様式第９号により行うものとす

る。

21 職員は、申請事由に変更が生じた場合に

は、別記様式第11号により教育委員会に届け出

なければならない。

21 職員は、申請事由に変更が生じた場合に

は、別記様式第10号により教育委員会に届け出

なければならない。

（介護時間） （介護時間）

第30条の２ １から４まで（現行に同じ） 第30条の２ １から４まで （略）

５ 介護時間の申請は、これを利用する日の前

日までに別記様式第12号により行うものとす

る。

５ 介護時間の申請は、これを利用する日の前

日までに別記様式第10号の２により行うもの

とする。

６ （現行に同じ。） ６ （略）

７ 職員は、申請事由に変更が生じた場合に７ 職員は、申請事由に変更が生じた場合に
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は、別記様式第11号により教育委員会に届け出

なければならない。

は、別記様式第10号により教育委員会に届け出

なければならない。

別表第４（第25条関係） 別表第４（第25条関係）

関係者 日数 親族 日数

配偶者等 10日 配偶者 10日

血族 １親等の直系尊属（父

母）

10日 血族 １親等の直系尊属（父

母）

10日

同直系卑属（子） 10日 同直系卑属（子） 10日

２親等の直系尊属（祖父

母）

７日 ２親等の直系尊属（祖父

母）

７日

同直系卑属（孫） ５日 同直系卑属（孫） ５日

同傍系者（兄弟姉妹） ５日 同傍系者（兄弟姉妹） ５日

３親等の直系尊属（曽祖

父母）

５日 ３親等の直系尊属（曽祖

父母）

５日

同傍系尊属（伯叔父母） ５日 同傍系尊属（伯叔父母） ５日

同傍系卑属（甥姪） ３日 同傍系卑属（甥姪） ３日

４親等の傍系者（従兄弟

姉妹に限る。）

１日 ４親等の傍系者（従兄弟

姉妹に限る。）

１日

姻族、右欄

に掲げる血

族のパート

ナーシップ

関係の相手

方又はパー

トナーシッ

プ関係の相

手方の右記

の血族（以

下「姻族

等」とい

う。）

１親等の直系尊属 ５日 姻族 １親等の直系尊属 ５日

同直系卑属 ５日 同直系卑属 ５日

２親等の直系尊属 ３日 ２親等の直系尊属 ３日

同直系卑属 ２日 同直系卑属 ２日

同傍系者 ２日 同傍系者 ２日

３親等の直系尊属 １日 ３親等の直系尊属 １日

同傍系尊属 １日 同傍系尊属 １日

同傍系卑属 １日 同傍系卑属 １日

備考 備考

１ 生計を一にする姻族等の場合は血族

に準ずる。

１ 生計を一にする姻族の場合は血族に

準ずる。

２ いわゆる代襲相続の場合において、祖

先の祭具、墳墓等の承継を受けた者は１

親等の直系血族（父母及び子）に準ずる。

２ いわゆる代襲相続の場合において、祖

先の祭具、墳墓等の承継を受けた者は１

親等の直系血族（父母及び子）に準ずる。

別記様式第４号（第８条、第８条の２、第８条

の３関係）

別記様式第４号（第８条、第８条の２及び第８

条の３関係）

（別添１のとおり）

別記様式第５号（第８条、第８条の２、第８条

の３関係）

別記様式第５号（第８条、第８条の２及び第８

条の３関係）

（別添２のとおり）

別記様式第10号（第30条関係） 別記様式第９号（第22条の２関係）

（現行に同じ。） （略）

別記様式第11号（第30条、第30条の２関係） 別記様式第10号（第22条の２関係）
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（別添３のとおり）

別記様式第９号（第29条の２関係） 別記様式第11号（第29条の２関係）

（現行に同じ。） （略）

別記様式第12号（第30条の２関係）

（別添４のとおり）

備 考

１ 改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）に対応する改正前の欄中

下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）がない場合には、当該改正後部分を加える。

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。

３ 改正部分に対応する改正後部分がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め

る。

４ 様式は、別添のとおり改め、様式番号だけの改正は、改正部分を改正後部分に改める。
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別記様式第４号（第８条、第８条の２、第８条の３関係）

□ 深 夜 勤 務 制 限 請 求 書

□ 超 過 勤 務 制 限 請 求 書

□ 早 出 遅 出 勤 務 請 求 書

  （任命権者）                       請求年月日  年  月  日

         殿

             □ 養育     □ 深夜勤務の制限

次のとおり      のため □ 超過勤務の制限               を請求します

     □ 介護    （幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

                     □ 第11条の２ □ 第11条の３）

              □ 早出遅出勤務

請求者 所 属       

氏 名     

１ 請求に係る子又

は要介護者

氏  名 続柄

子の

生年月日

年  月  日生
養子縁組の効力

が生じた日
年  月  日

□出産予定日

年  月  日

２ 職員の配偶者等

で当該子の親で

ある者の有無及

び状況

  □有

  □無

□ 深夜において就業している

  （深夜勤務の制限を請求する場合で、該当するときに記入）

□ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により養育が困難

である

□ 産前６週間（多胎妊娠の場合にあっては14週間）又は産後８週間

以内である

３ 要介護者の状態

及び具体的な介

護の内容

４ 請求に係る期間

深夜勤務の制限
年  月  日から

年  月  日まで

□ 毎日

□ 毎週  曜日

□ その他（    ）早出遅出勤務

超過勤務の制限 年  月  日から

□ １年

□  月

（12月未満に限る）

５ 請求に係る早出

遅出勤務の始業

及び終業の時刻

並びに当該時刻

とする理由

     時  分 始業

     時  分 終業

【理由】

注）１ 「子の生年月日」欄及び「養子縁組の効力が生じた日」欄は、子を養育するために請求する場合

において記入する。なお、請求に係る子が請求の際に出生していない場合には、出産予定日欄に

記入する。

２ 「職員の配偶者等で当該子の親である者の有無及び状況」欄は、子を養育するために深夜勤務の

制限を請求する場合において記入する。同欄の「深夜において就業している」とは、深夜における

就業日数が１月に３日を超えることを言う。

３ 「要介護者の状態及び具体的な介護の内容」欄は、要介護者を介護するために請求する場合にお

いて記入する。

４ 子を養育するために早出遅出勤務又は深夜勤務の制限を請求する場合は、当該請求に係る子が満

６歳に達する日以後の最初の３月31日以前の日を早出遅出勤務終了日又は深夜勤務制限終了日と

して請求する。

５ 始業及び終業の時刻は、あらかじめ定められた早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻のうち、

請求するものを記入する。



9/13

別記様式第５号（第８条、第８条の２、第８条の３関係）

育 児 又 は 介 護 の 状 況 変 更 届

年  月  日 届出

（任命権者）

       殿

所 属          

氏 名        

      
       深夜勤務制限

次のとおり 超過勤務制限  に係る子の養育又は要介護者の介護の状況に

      早出遅出勤務

ついて変更が生じたので届け出ます。

１ 届出の事由

(１) 養育の状況の変更

□ 子が死亡した

□ 職員の子でなくなった

（□ 離縁  □ 養子縁組の取消し □ 家事審判事件の終了

□ 児童福祉法第27条第１項第３号の規定による措置の解除）

□ 同居しなくなった

□ 職員の配偶者等で子の親であるものが深夜において常態として当該子を養

育できる者に該当することとなった

(２) 介護の状況の変化

□ 要介護者が死亡した

□ 要介護者と職員との親族関係等が消滅した

（消滅の理由：                ）

２ 届出の事実が発生した日

                 年  月  日

※ １(１)中「職員の配偶者等で子の親であるものが深夜において常態として当該子

を養育できる者に該当することとなった」は、深夜勤務制限の承認を受けている場

合で、状況が変更したときのみ記入する。
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別記様式第11号（第30条、第30条の２関係）

申 請 事 由 変 更 届

年 月 日       

（ 承 認 権 者 ）

殿

所 属   

氏 名             

      □介護休暇

次のとおり、      に係る申請事由に変更が生じたので届け出ます。

      □介護時間

１ 届出の事由

□要介護者が死亡した。

□要介護者が介護を要しない状態になった。

（内容）

□要介護者との親族関係等に変更があった。

（内容）

□その他

（内容）

２ 届出の事由が発生した日

年 月 日       
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権者印 者 印

出勤簿

整 理

承認の

可 否

□承認　

□不承認

□不承認

□承認　

□不承認

□承認　

□不承認

申請

者印

年 月 日

年 月 日

年 月 日

備　　考

決　　裁

□承認　

□不承認

□承認　

□不承認

□承認　

□承認　

□不承認

関 与

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

承 認

□その他（　　）

□毎日

　

年 月 日

申　請

年月日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

□その他（　　）

□その他（　　）

□毎日

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

□毎日

□その他（　　）

介護が必要となった時期

要介護者の状態及び

具体的な介護の内容

時　　間

午前　　時　分～　時　分

午後　　時　分～　時　分

午前　　時　分～　時　分

午後　　時　分～　時　分

介護時間承認申請書

職層名所属 氏名

連続する３年の期間

　年　　月　　日から　　年　　月　　日まで

年　　月　　日

□その他（　　）

□毎日

□その他（　　）

□毎日

年　　月　　日まで

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

年　　月　　日まで

年　　月　　日から

□毎日

年　　月　　日から

午前　　時　分～　時　分

午後　　時　分～　時　分

年　　月　　日

氏　名

午後　　時　分～　時　分

午前　　時　分～　時　分

午後　　時　分～　時　分

午前　　時　分～　時　分

午後　　時　分～　時　分

午前　　時　分～　時　分

午後　　時　分～　時　分

午前　　時　分～　時　分

年　　月　　日まで

年　　月　　日から

□その他（　　）

□毎日

続　柄
要介護者に関する

事項

請　求　の　期　間

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

別記様式第12号（第30条の２関係）
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（幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則の一部改正）

第２条 幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則（平成 12 年千代田区教育委員会規則

第５号）の一部を次のように改正する。

別記様式第２号を次のように改める。

別記様式第２号（第８条関係）

          扶 養 親 族 届
   年  月  日届出

（教育委員会） 所 属

殿 職員番号 氏名(自署)

幼稚園教育職員の給与に関する条例第11条の規定に基づき､次のと
おり届け出ます。

証明書   通添付
配偶者等

有無
有 ・ 無

届出の理由〈該当する□にチェックをつけるとともに、事実発生の年月日を記入すること〉
※配偶者等とは、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方を示す。

□１ 新たに職員となった（□ 配偶者等がない ）

□２ 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある（□ 配偶者等がない ）

□３ 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある（子孫及び弟妹で満22歳の年度末を超えた者を除く）

□４ 配偶者等のいない職員となった（３に該当する場合を除く）   事実発生  年  月  日

□５ 配偶者等を有するに至った（２に該当する場合を除く）     事実発生  年  月  日

届出の理由１～３に該当する場合の記入欄〈本届出前に扶養親族がある場合は、併せて記入すること〉

（フリガナ）
扶養親族の氏名

続
柄 生年月日

同居・別
居の別

収入(年額) 届出事実の
発生年月日

届出の事由 ※支給額
種類 金額

同・別
新規
継続
減額

円

同・別
新規
継続
減額

円

同・別
新規
継続
減額

円

同・別
新規
継続
減額

円

同・別
新規
継続
減額

円

同・別
新規
継続
減額

円

同・別
新規
継続
減額

円

【備考欄】 合
計

参考…配偶者等が特別区に勤務する職員で上記扶養親族を共同して扶養する場合、また別途扶養手当を受給している場合等、認定上参
考となると思われる事項等について記入する。

《記入上の注意》
１.「続柄」の欄には､職員との続柄(重度心身障害者として届け出る場合はその旨を備考欄に)記入すること。

２．「同居･別居の別」の欄で別居の場合、備考欄に住所地を市区町村名まで記入すること。

３．「収入の年額」の欄には､給与収入､事業収入､不動産収入､年金収入等恒常的な収入がある場合にこれらの種類ごとにその
年額(見込額)を記入すること。

４．「届出の事由」の欄には、届出の理由の２または３に該当する場合にその事由をそれぞれ記入すること。(例： 婚姻､離婚、

パートナーシップ関係の成立、解消､出生､死亡､就職､退職､収入超過､満60歳以上等）

受理年月日 年   月 日 支給の時期 年 月 日
から

まで
支給

上記の通り認定する

年   月
日【備考欄】

取扱者等認印
課長 係長

園長

※太枠内に記入して下さい。
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（幼稚園教育職員の住居手当に関する規則の一部改正）

第３条 幼稚園教育職員の住居手当に関する規則（平成 12 年千代田区教育委員会規則第

12 号）の一部を次のように改正する。

新（改正後） 旧（現 行）

（支給範囲） （支給範囲）

第２条 （現行に同じ） 第２条 （略）

２ 条例第14条第１項に規定する公舎等で教

育委員会規則で定めるものとは、次に掲げ

るものをいう。

２ 条例第14条第１項に規定する公舎等で教

育委員会規則で定めるものとは、次に掲げ

るものをいう。

(１) 千代田区が職員及びその世帯の構成

員を居住させるために設置した施設

(１) 千代田区が職員及びその家族を居住

させるために設置した施設

(２) 国、地方公共団体、公社、公団、民間

企業等その名称を問わず雇用主が被雇用

者及びその世帯の構成員を居住させるた

めに設置した施設

(２) 国、地方公共団体、公社、公団、民間

企業等その名称を問わず雇用主が被雇用

者及びその家族を居住させるために設置

した施設

備 考

１ 改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）に対応する改正前の欄

中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）がない場合には、当該改正後部分を加

える。

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。

３ 改正部分に対応する改正後部分がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め

る。

附 則

この規則は、令和６年４月１日から施行する。



幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則等の一部改正について

１ 趣旨

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び幼稚園教育職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例の施行に伴い、東京都パートナーシップ宣誓制度の実施又

はそれに類する制度の利用者を、婚姻を要件とする休暇制度等の適用対象に含めることと

なることから、関連する教育委員会規則の改正を行う。

【東京都パートナーシップ宣誓制度とは】

性的マイノリティ※１である人が暮らしやすい環境づくりを目的として、パートナーシップ関係※２

を宣誓した二者に対し、東京都が届出の受理・証明を行う制度

※１ 性的マイノリティ 性自認が出生時に判定された性と一致しない者又は性的指向が異性に

限らない者

※２ パートナーシップ関係 双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生の

パートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約し

た二者間の関係

２ 改正する教育委員会規則及び改正内容

教育委員会規則 改正内容

１

幼稚園教育職員の勤務時

間、休日、休暇等に関する

条例施行規則

深夜勤務の制限、超過勤務の免除・制限、早出遅出勤

務、育児時間、子の看護休暇その他各種休暇におけ

る対象要件となる者にパートナーシップ関係の相手方

を追加

２
幼稚園教育職員の給与に

関する条例施行規則

別記様式扶養親族届の配偶者にパートナーシップ関

係の相手方を追加

３
幼稚園教育職員の住居手

当に関する規則

第２条第２項に規定する「家族」を「世帯の構成員」に

改める。

３ 新旧対照表

  別紙のとおり

４ 施行期日

  令和６年４月１日
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議案第６号

  千代田区教職員健康管理規程

（目的）

第１条 この規程は、教職員の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

（対象）

第２条 この規程の対象となる教職員は、学校（千代田区立学校設置条例（昭和39年千代田区条

例第17号）第２条に規定する学校をいう。）に勤務する教職員及び千代田区教育委員会事務局

に勤務する職員であって、千代田区教育委員会教育長（以下「教育長」という）が別に定める

ものとする。ただし、地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」という。）第28条第

２項により休職を命ぜられた教職員を除く。

（千代田区教育委員会及び校長の責務）

第３条 千代田区教育委員会（以下「委員会」という）及び校長は、教職員の健康の確保に努め

なければならない。

（教職員の責務）

第４条 教職員は、この規程に定める事項を忠実に履行し、自己の健康の保持及び増進に努めな

ければならない。

（健康管理従事者の義務）

第５条 健康管理の業務に従事し、又は従事した者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはな

らない。

２ 健康管理の業務に従事する者は、第１条の目的を推進するため、常にその業務に関する知識

と技術の向上に努めなければならない。

（健康診断等の実施）

第６条 委員会は、教職員に対し、法令及びこの規程で定めるところにより、医師による健康診

断を実施する。

２ 前項の健康診断は、定期健康診断、雇入時健康診断、情報機器作業従事者健康診断、消化器

系健康診断、肺がん健康診断、大腸がん健康診断、婦人科健康診断及び骨粗しょう症健康診断

とする。

３ 委員会は、前項に規定する健康診断のほか、新規採用等の教職員に対し、予防接種等を実施
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することができる。

（実施機関）

第７条 健康診断は、委員会の定める医療機関又は検査機関において行うものとする。

（健康診断の判定）

第８条 前条の規定による健康診断の結果は、公益社団法人日本人間ドック学会が作成した判

定区分に基づき教育長が別に定めた区分に従い、委員会の指定する医師（以下「指定医師」と

いう。）が判定する。

（面接指導）

第９条 委員会は、教職員（会計年度任用職員（法第22条の２第１項に規定する会計年度任用職

員をいう。）、千代田区立九段中等教育学校に勤務する教職員を除く。以下この条において同

じ。）の健康の保持を考慮して、次項各号に該当する教職員に対し、指定医師による面接指導

（問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行う

ことをいう。以下同じ。）を行わなければならない。

２ 指定医師による面接指導の対象となる教職員は、次の各号のいずれかに該当するものとす

る。

（１） １か月の超過勤務時間が80時間超、かつ、疲労の蓄積が認められる教職員

（２） １か月の超過勤務時間が前号に規定する時間に満たない教職員であって、長時間労働に

より疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有するもの

（３） １か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の１月、２月、３月、４月及び５月の

期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務時間の１か月当たりの平均時間について80

時間超の教職員

（４） その他委員会が面接指導を必要と判断した教職員

３ 面接指導の結果は、指定医師が別表に定める区分に従い、判定する。

４ 教職員が第１項の規定に基づき面接指導を受けたときは、当該教職員の所属長は、前項の規

定による判定の結果を踏まえ、必要な措置を講じるとともに、その内容について委員会に報告

するものとする。

（心理的な負担の程度を把握するための検査）

第10条 委員会は、毎年１回以上定期に、教職員に対して心理的な負担の程度を把握するための

検査を行わなければならない。

（伝染性疾病の発生報告及び予防措置）
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第11条 教職員は、自己又は同居中の者が伝染性の疾病にかかったときは、速やかに委員会に報

告しなければならない。

２ 委員会は、伝染性の疾病を予防するため必要があると認めるときは、速やかに予防のための

措置を講じなければならない。

（記録の保存）

第12条 委員会は、この規程に基づいて作成した書類（電磁的記録を含む。）を５年間保存しな

ければならない。

（委任）

第13条 この規程の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

別表（第９条関係）

区分 内容

Ａ 要休業 勤務を休み治療に専念するよう指導する。

Ｂ 要軽業

ア 職員の実情を考慮して、勤務場所又は職務（作業）の変更を行う

等勤務上で十分配慮する。

イ 深夜勤務及び時間外勤務を命じない。

Ｃ 要注意 勤務上過重な負担とならないよう配慮し、深夜勤務又は時間外勤務

の時間若しくは回数を制限する。

Ｄ 平常勤務 勤務を平常どおり行ってよい。

附 則

この訓令は、令和６年４月１日から施行する。



千代田区教職員健康管理規程の制定について

１ 趣旨

  千代田区立学校・園に勤務する教職員の健康管理に関する規定を整備する。

  千代田区職員は、千代田区職員健康管理規則（昭和59 年10 月30 日規則第47 号）に基づ

き、人事課が実施する健康診断等を受診することになっている。しかしながら、当該規則の規

定では、県費負担教職員が対象から除外されている。一方で、区費負担教職員である幼稚園

教育職員及び九段中等教育学校教育職員（後期課程）は、当該規則の対象となっている。

現在の状況は、区立学校（園）に勤務する職員の大多数は教育委員会が実施する健康診断

の対象となっているのが実情である。実態に即した健康管理を行うために、教育委員会が教職

員の健康管理を担う根拠となる規程を制定する。

２ 内容

（１） 千代田区職員健康管理規則に除外されていた教職員及び指導課で健康管理を実施してい

る教職員を明確化する。

（２） 千代田区教育委員会を健康診断等の実施機関とする。

（３） 千代田区教育委員会は、長時間労働者に対して医師による面接指導を実施する。当該労働

者の所属長は、面接指導にかかる医師の判定結果を踏まえ、必要な措置を講じるものとす

る。

３ 規程（案）

  別紙のとおり

４ 施行期日  

令和６年４月１日

教 育 委 員 会 資 料

令和６年２月２７日

指 導 課
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議案第７号

学校職員服務取扱規程の一部改正

学校職員服務取扱規定（平成12年千代田区教育委員会訓令第５号）の一部を次のように改

正する。

新（改正後） 旧（現 行）

（セクシュアル・ハラスメントの禁止） （セクシュアル・ハラスメントの禁止）

第10条 職員は、他の職員又はその職務に従事

する際に接する職員以外の者を不快にさせ

る性的な言動（性別により役割を分担すべき

とする言動又は性的指向若しくは性自認に

関する言動を含む。）を行ってはならない。

第10条 職員は、他の職員又はその職務に従事

する際に接する職員以外の者を不快にさせ

る性的な言動を行ってはならない。

備 考

１ 改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）に対応する改正前の

欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）がない場合には、当該改正後部分

を加える。

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。

３ 改正部分に対応する改正後部分がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め

る。



学校職員服務取扱規程の一部改正について

１ 趣旨

東京都パートナーシップ宣誓制度又はそれに類する制度を利用する職員に対するハラスメ

ントの未然防止を徹底するため、学校職員服務取扱規程（平成 12 年千代田区教育委員会

訓令第５号）の一部を改正する。

2 改正内容

禁止されるセクシュアル・ハラスメントの言動の定義に、「性別により役割を分担すべきとす

る言動又は性的指向若しくは性自認に関する言動」を追加する。

3 新旧対照表

  別紙のとおり

4 施行期日

  教育委員会の議決後、命令を発出した日から



千代田区立学校施設使用条例施行規則の一部改正について

１ 改正理由

（１）お茶の水小学校の改築整備（１月末竣工、４月供用開始）にあたり、同校の目的

外使用にかかる学校施設（プール含む）の範囲及び使用料を設定する。

（２） 富士見小学校の視聴覚室を普通教室に用途変更したことにより、当該施設の使用

料を削除する。

（３）昌平小学校の和室を特別支援教室に用途変更したことにより、当該施設の使用料

を削除する。

２ 制定する規則の案文及び改正する規則の新旧対照表

別紙１及び別紙２のとおり。

３ 施行期日

令和６年７月１日から施行する。

※経過措置を設け、施設の使用について必要な手続は施行日前に行うことができ

ることとする。

４ その他

千代田区立学校施設使用条例の改正については、令和６年第１回区議会定例会に

おいて議決予定。

教 育 委 員 会 資 料

令和 ６ 年 ２ 月 27 日

子 ど も 施 設 課
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○千代田区立学校施設使用条例施行規則 

昭和62年７月１日教育委員会規則第２号 

改正 

平成５年１月26日教委規則第１号 

平成８年７月23日教委規則第２号 

平成10年２月10日教委規則第１号 

平成10年４月14日教委規則第６号 

平成10年12月22日教委規則第23号 

平成14年３月26日教委規則第13号 

平成15年２月25日教委規則第２号 

平成15年３月25日教委規則第６号 

平成18年４月11日教委規則第25号 

平成22年２月23日教委規則第１号 

平成23年３月22日教委規則第１号 

平成24年２月14日教委規則第２号 

平成26年８月12日教委規則第14号 

平成28年３月31日教委規則第６号 

平成30年７月20日教委規則第６号 

令和３年２月26日教委規則第３号 

令和３年６月24日教委規則第６号 

令和６年 月 日教委規則第 号 

千代田区立学校施設使用条例施行規則 

東京都千代田区立学校設備使用条例施行規則（昭和28年教育委員会規則第５号）の全部を改正す

る。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、千代田区立学校施設使用条例（昭和62年条例第16号。以下「条例」という。）

の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（使用の申込み） 

第２条 条例第３条第１項の規定により、千代田区立学校の施設（以下「学校施設」という。）を

使用しようとする者は、使用申込書（第１号様式）を千代田区教育委員会（以下「委員会」とい

教 育 委 員 会 資 料 

令和 ６ 年 ２ 月 27 日 

子 ど も 施 設 課 
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う。）に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認め

たときはこの限りでない。 

２ 前項の申込書の提出は、使用する日の属する月の２月前までの千代田区教育委員会教育長（以

下「教育長」という。）が定める日から使用する日の前日までに行わなければならない。ただし、

委員会が特別に認めたときはこの限りでない。 

３ プールの個人使用の場合は、窓口において使用料を納めたときに使用申込書を提出したものと

みなす。この場合、領収書は交付しない。 

４ 駐車場使用の場合は、駐車場に入場したときに、使用申込書を提出したものとみなす。 

（使用の承認） 

第３条 使用の承認は、申込みの順序によるものとし、同時に申込みがあった場合は、抽選による。 

２ 前条第１項により委員会が使用を承認するときは、当該学校長の意見を聴き決定し使用承認書

（第２号様式）を交付する。 

３ 前条第３項によるときは、使用承認書に代えて入場券（第３号様式）又は回数券（第３号の２

様式）を交付する。 

４ 千代田区が設置するプールにおいて発行される回数券のうち、種類及び金額が別表第２に定め

る回数券と同一のものについては、前項の規定により交付したものとみなして使用することがで

きる。 

５ 前３項の使用承認書、入場券又は回数券は学校施設を使用するとき、これを提示しなければな

らない。 

６ 前条第４項によるときは、使用承認書に代えて駐車整理券（第３号の３様式）を交付する。 

（使用時間） 

第４条 学校施設の使用時間は、別表第１のとおりとする。 

（使用できない日） 

第５条 学校施設を使用できない日は次のとおりとする。 

(１) 年末年始（１月１日から同月３日まで及び12月29日から同月31日まで） 

(２) 千代田区立麹町小学校、千代田区立富士見小学校（プールを除く。）及び千代田区立昌平

小学校については、前号に定める日のほか毎月第２日曜日 

(３) 千代田区立千代田小学校については、第１号に定める日のほか毎月第３日曜日 

(４) 千代田区立和泉小学校については、ちよだパークサイドプラザ条例施行規則（昭和62年千

代田区規則第34号）第５条に定める休館日 



3/23 

(５) 前各号のほか、委員会が特に必要と認めた日 

２ 千代田区立富士見小学校のプールについては、次の各号に掲げる日は使用できないものとする。 

(１) １月１日から６月中旬まで及び９月中旬から12月31日までの期間において委員会が別に定

める日 

(２) 毎月第２日曜日（前号に定める日を除く。） 

（使用料） 

第６条 使用料は別表第２のとおりとする。 

２ 前項の使用料は、使用承認を受ける際に納付しなければならない。ただし、駐車場使用料は、

駐車場から出場する際に納付するものとする。 

３ 区内に居住する者がプールを個人使用するときは、委員会があらかじめ発行する区民利用券（第

４号様式）を提示しなければならない。 

（使用料の減免） 

第７条 条例第７条の規定により、使用料を減額し、又は免除できる場合は次のとおりとする。 

(１) 公共団体又は公共的団体が使用するとき 免除 

(２) 前号のほか委員会が特に必要と認めたとき 減額又は免除 

（減免の申請） 

第８条 前条の規定により使用料の減額又は免除の取扱いを受けようとする者は、使用申込書を提

出の際、使用申込書にその理由を記して、委員会の承認を受けなければならない。 

２ 前条の規定により駐車場使用料の減額又は免除の取扱いを受けようとする者は、駐車整理券に

減免確認の表示を受けなければならない。 

（使用承認の取消し等） 

第９条 使用承認を受けた者（以下「使用者」という。）は、条例第10条の２の規定により使用の

取りやめ又は内容変更をしようとするときは、使用承認取消・内容変更申請書（第５号様式）に、

使用承認書を添えて、委員会に申請しなければならない。 

２ 委員会は、条例第10条の規定又は前項の申請により使用承認を取り消し、又は変更するときは、

使用承認取消・変更通知書（第６号様式）により通知するものとする。 

（使用料の還付等） 

第10条 条例第６条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書（第７号

様式）を委員会に提出しなければならない。 

２ 回数券の還付を受けようとする者は、前項の使用料還付請求書に還付を受けようとする回数券
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（表紙が切り離されていないものに限る。）を添付しなければならない。 

３ 条例第６条ただし書の規定により使用料を還付しない場合及びその額は、次の各号に定めると

ころによる。 

(１) 条例第10条第１号又は第２号の規定により使用承認を取り消し、又は使用を制限し、若し

くは停止したとき。 既納の使用料の全額 

(２) 使用者の都合により使用しなかった場合で使用日の前日までに使用承認の取消しの申請が

なかったとき。 既納の使用料の全額 

(３) プールを使用する団体等が当該団体の都合により使用日の前日までに使用承認の取消しを

申請したとき。 既納の使用料の５割相当額 

(４) 使用者の都合により使用承認時間帯の中途までしか使用しなかったとき。 既納の使用料

の全額 

(５) 使用承認時間帯の３分の２を超えた時点で使用できなくなったとき（前号に該当する場合

を除く。）。 既納の使用料の全額 

(６) 使用承認時間帯の２分の１を超え３分の２を経過しない時点で使用できなくなったとき

（第４号に該当する場合を除く。）。 既納の使用料の５割相当額 

(７) 入場券の還付を当該入場券を購入した日の翌日以降に申し出たとき。 既納の使用料の全

額 

(８) 回数券の還付に当たり、回数券の販売額から当該販売額を10で除した額に使用済枚数を乗

じて得た額を減じた額が零以上となる場合に該当するとき。 回数券の販売額を10で除した額 

（使用者の義務） 

第11条 使用者は、学校施設の使用については全て係員の指示に従わなければならない。 

（委任） 

第12条 この規則の施行について必要な事項は、別に教育長が定める。 

附 則 

１ この規則は、昭和62年９月１日から施行する。 

２ この規則の施行日以後の学校施設の使用について必要な手続きは、施行日前にこれを行うこと

ができる。 

附 則（平成５年１月26日教委規則第１号）抄 

１ この規則は、平成５年４月１日から施行する。 

２ この規則施行の際、この規則による改正前の東京都千代田区立学校施設使用条例施行規則の規
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定により現になされている学校施設使用承認手続きは、改正後の規則によりなされたものとみな

す。 

附 則（平成８年７月23日教委規則第２号） 

１ この規則は、平成８年10月２日から施行する。 

２ この規則による改正後の東京都千代田区立学校施設使用条例施行規則の規定は、昌平小学校を

除く各学校においては、平成９年４月１日以後の使用について適用し、同日前の使用については

なお従前の例による。 

３ この規則の施行日以降の学校施設の使用について必要な手続きは、施行日前にこれを行うこと

ができる。 

附 則（平成10年２月10日教委規則第１号） 

１ この規則は、委員会規則で定める日から施行する。（平10規則３・平10・３・３施行） 

２ この規則の施行日以降の施設の使用について必要な手続は、施行日前にこれを行うことができ

る。 

３ この規則による、改正前の東京都千代田区立学校施設使用条例施行規則に定めた様式による用

紙で現に残存するものについては、当分の間、なお使用することができる。 

附 則（平成10年４月14日教委規則第６号） 

１ この規則は、平成10年７月１日から施行する。ただし、この規則の施行の日以後の施設の使用

について必要な手続は、同日前にこれを行うことができる。 

２ この規則による改正後の東京都千代田区立学校施設使用条例施行規則別表第２の規定は、平成

10年７月１日以後に使用する者の使用料について適用し、同日前に使用する者の使用料について

は、なお従前の例による。 

附 則（平成10年12月22日教委規則第23号） 

この規則は、平成11年１月１日から施行する。 

附 則（平成14年３月26日教委規則第13号） 

１ この規則は、平成14年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の千代田区立学校施設使用条例施行規則第３条

の規定により使用承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。 

附 則（平成15年２月25日教委規則第２号） 

１ この規則は、平成15年３月17日から施行する。 

２ この規則の施行日以後の学校施設の使用について必要な手続きは、施行日前にこれを行うこと
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ができる。 

附 則（平成15年３月25日教委規則第６号）抄 

１ この規則は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則（平成18年４月11日教委規則第25号） 

１ この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千代田区立学校施設使用条例施行

規則の規定は、平成18年４月１日から適用する。 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の千代田区立学校施設使用条例施行規則に規定す

る様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則（平成22年２月23日教委規則第１号） 

１ この規則は、平成22年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行日以後の学校施設の使用について必要な手続きは、施行日前にこれを行うこと

ができる。 

附 則（平成23年３月22日教委規則第１号） 

この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年２月14日教委規則第２号） 

１ この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行日以後の学校施設の使用について必要な手続きは、施行日前にこれを行うこと

ができる。 

附 則（平成26年８月12日教委規則第14号） 

１ この規則は、平成26年９月１日から施行する。 

２ この規則の施行日以後の学校施設の使用について必要な手続は、施行日前にこれを行うことが

できる。 

附 則（平成28年３月31日教委規則第６号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年７月20日教委規則第６号） 

１ この規則は、平成30年９月１日から施行する。 

２ この規則の施行日以後の学校施設の使用について必要な手続は、施行日前にこれを行うことが

できる。 

附 則（令和３年２月26日教委規則第３号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
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附 則（令和３年６月24日教委規則第６号） 

この規則は、令和３年７月１日から施行する。 

附 則（令和６年 月 日教委規則第 号） 

１ この規則は、令和６年７月１日から施行する。 

２ この規則の施行日以後の学校施設の使用について必要な手続は、施行日前にこれを行うことが

できる。 

別表第１（第４条関係） 

１ プールを除く施設 

学校名 
使用区分 

午前 午後 夜間 
施設 

番町小学校 体育館、講堂、教室、校庭 午前９時から

正午まで 

午後１時から

午後５時まで 

午後６時から

午後10時まで 

麹町小学校 体育館、ランチルーム、教

室、校庭 

 

九段小学校 体育館Ａ面・Ｂ面、ランチ

ルーム、教室、校庭 

富士見小学校 体育館Ａ面・Ｂ面、多目

的ホール、会議室、ラン

チルーム、音楽室、図工

室、家庭科室、校庭 

お茶の水小学校 体育館Ａ面・Ｂ面、多目

的ホール、会議室、和室、

ランチルーム、多目的室、

教室、校庭 

   

千代田小学校 体育館、多目的ホール、会

議室、和室、教室、校庭 

   

駐車場 午前８時45分から午後10時15分まで 

昌平小学校 体育館、多目的ホール、会

議室、教室、校庭 

午前９時から

正午まで 

午後１時から

午後５時まで 

午後６時から

午後10時まで 
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和泉小学校 体育館、教室、校庭    

麹町中学校 体育館Ａ面・Ｂ面、武道場、

会議室、和室、ランチルー

ム、教室、音楽室、美術室、

技術室、家庭科室、合同教

室、校庭 

神田一橋中学校 体育館、武道場、多目的ホ

ール、会議室、和室、教室、

音楽室、美術室、技術室、

家庭科室、校庭 

備考 １ 使用区分は、連続して使用することができる。 

２ 麹町小学校、富士見小学校、千代田小学校及び昌平小学校において、校庭の夜間の使

用時間は、午後９時までとする。 

２ プール 

学校名 使用時間 

麹町小学校 午前10時から午後９時まで 

富士見小学校  

お茶の水小学校  

千代田小学校  

昌平小学校  

和泉小学校  

別表第２（第６条関係） 

１ プールを除く施設 

（使用区分を連続して使用する場合の使用料は、各区分の額の合計額とする。） 

ア 番町小学校 

使用区分 
午前 午後 夜間 

施設 

体育館、講堂 2,300円 4,000円 5,800円 

教室 200円 300円 600円 
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校庭 900円 1,300円 3,000円 

イ 麹町小学校 

使用区分 
午前 午後 夜間 

施設 

体育館 3,400円 4,800円 6,900円 

ランチルーム 3,400円 4,800円 6,900円 

（1,700円） （2,400円） （3,400円） 

教室 600円 900円 1,100円 

校庭 900円 1,300円 3,000円 

注 （ ）内はランチルームを二分して使用する場合の使用料 

ウ 九段小学校 

使用区分 
午前 午後 夜間 

施設 

体育館Ａ面 2,500円 3,500円 5,000円 

体育館Ｂ面 2,500円 3,500円 5,000円 

ランチルーム 900円 1,200円 1,700円 

教室 600円 900円 1,100円 

校庭 900円 1,300円 3,000円 

エ 富士見小学校 

使用区分 
午前 午後 夜間 

施設 

体育館Ａ面 2,500円 3,500円 5,000円 

体育館Ｂ面 2,500円 3,500円 5,000円 

（3,100円） 

多目的ホール 600円 900円 1,100円 

会議室 600円 900円 1,100円 

ランチルーム 1,800円 2,400円 3,400円 

音楽室 600円 900円 1,100円 

図工室 600円 900円 1,100円 
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家庭科室 600円 900円 1,100円 

    

校庭 900円 1,300円 3,000円 

注 体育館Ｂ面については、月曜日から土曜日までの夜間の使用時間を午後７時30分から午後10

時までとし、使用料は（ ）内のとおりとする。 

オ お茶の水小学校 

使用区分 
午前 午後 夜間 

施設 

体育館Ａ面 2,700円 3,800円 5,100円 

体育館Ｂ面 2,700円 3,800円 5,100円 

多目的ホール 1,200円 1,800円 2,200円 

会議室 400円 600円 700円 

和室 400円 600円 700円 

ランチルーム 900円 1,200円 1,700円 

多目的室 400円 600円 700円 

教室 600円 900円 1,100円 

校庭 1,000円 1,500円 3,600円 

カ 千代田小学校 

使用区分 
午前 午後 夜間 

施設 

体育館 3,400円 4,800円 6,900円 

多目的ホール 1,700円 2,300円 2,900円 

会議室 400円 600円 700円 

和室 400円 600円 700円 

教室 600円 900円 1,100円 

校庭 900円 1,300円 3,000円 

駐車場 30分につき200円 

キ 昌平小学校 

使用区分 午前 午後 夜間 
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施設 

体育館 3,400円 4,800円 6,900円 

多目的ホール 2,500円 3,400円 4,300円 

会議室 600円 900円 1,100円 

    

教室 600円 900円 1,100円 

校庭 1,500円 2,100円 4,800円 

ク 和泉小学校 

使用区分 
午前 午後 夜間 

施設 

体育館 2,300円 4,000円 5,800円 

教室 350円 700円 900円 

校庭 900円 1,300円 3,000円 

ケ 麹町中学校 

使用区分 
午前 午後 夜間 

施設 

体育館Ａ面 2,500円 3,500円 5,000円 

（3,800円） 

体育館Ｂ面 2,500円 3,500円 5,000円 

（3,800円） 

武道場 2,300円 4,000円 5,800円 

（4,400円） 

会議室 600円 900円 1,100円 

（900円） 

和室 400円 600円 700円 

（600円） 

ランチルーム 1,800円 2,400円 3,400円 

（2,600円） 

教室 600円 900円 1,100円 



12/23 

（900円） 

音楽室 600円 900円 1,100円 

（900円） 

美術室 600円 900円 1,100円 

（900円） 

技術室 600円 900円 1,100円 

（900円） 

家庭科室 600円 900円 1,100円 

（900円） 

合同教室 2,300円 4,000円 5,800円 

（4,400円） 

校庭 900円 1,300円 3,000円 

（2,300円） 

注 夜間の使用時間が午後７時から午後10時までの場合は、使用料は（ ）のとおりとする。 

コ 神田一橋中学校 

使用区分 
午前 午後 夜間 

施設 

体育館 3,400円 4,800円 6,900円 

（5,200円） 

武道場 2,300円 4,000円 5,800円 

（4,400円） 

多目的ホール 1,700円 2,300円 2,900円 

（2,200円） 

会議室 600円 900円 1,100円 

（900円） 

和室 800円 1,200円 1,400円 

（1,100円） 

和室（１間のみ利用の場合） 400円 600円 700円 

（600円） 
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教室 600円 900円 1,100円 

（900円） 

音楽室 600円 900円 1,100円 

（900円） 

美術室 600円 900円 1,100円 

（900円） 

技術室 600円 900円 1,100円 

（900円） 

家庭科室 600円 900円 1,100円 

（900円） 

校庭 900円 1,300円 3,000円 

（2,300円） 

注 夜間の使用時間が午後７時から午後10時までの場合は、使用料は（ ）のとおりとする。 

２ プール 

麹町小学校、富士見小学校、お茶の水小学校、千代田小学校、昌平小学校及び和泉小学校 

対象者 
使用料（回数券は１冊11枚つづり） 

区民 区民以外 

個人 
大人 

（高校生以上） 

 400円  600円 

回数券  回数券  

 4,000円  6,000円 

小人 

（中学生以下） 

 200円  300円 

回数券  回数券  

 2,000円  3,000円 

団体（貸切） 麹町小学校、お茶の水小学

校、千代田小学校及び昌平

小学校 

24,000円 

富士見小学校、和泉小学校 21,000円 

備考 １ プール使用の単位時間は２時間とする。 

２ ２時間を超えてプールを使用したときは、超過１時間（１時間に満たないときは１時
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間とみなす。）につき、一般使用料の５割相当額を徴収するものとする。 

３ 「区民」とは、千代田区内に住所を有する者をいう。 
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第１号様式（第２条関係） 
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第２号様式（第３条関係） 
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第３号様式（第３条関係） 

 

第３号の２様式（第３条関係） 

 



19/23 

第３号の３様式（第３条関係） 
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第４号様式（第６条関係） 
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第５号様式（第９条関係） 
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第６号様式（第９条関係） 
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第７号様式（第10条関係） 
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新旧対照表（抄） 

○千代田区立学校施設使用条例施行規則 

 

新（改正後） 旧（現 行） 

附 則（令和６年 月 日教委規則第 号）  

１ この規則は、令和６年７月１日から施行する。  

２ この規則の施行日以後の学校施設の使用につ

いて必要な手続は、施行日前にこれを行うこと

ができる。 

 

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 

１ プールを除く施設 １ プールを除く施設 

 
学校名 

使用区分 
午前 午後 夜間 

  
学校名 

使用区分 
午前 午後 夜間 

 

 施設   施設  

 番町小

学校 

体育館、講

堂、教室、

校庭 

午前９

時から

正午ま

で 

午後１

時から

午後５

時まで 

午後６

時から

午後10

時まで 

  番町小

学校及

びお茶

の水小

学校 

体育館、講

堂、教室、

校庭 

午前９

時から

正午ま

で 

午後１

時から

午後５

時まで 

午後６

時から

午後10

時まで 

 

 麹町小

学校 

体育館、ラ

ンチルー

ム、教室、

校庭 

   麹町小

学校 

体育館、ラ

ンチルー

ム、教室、

校庭 

  

 九段小

学校 

体育館Ａ

面・Ｂ面、

ランチルー

ム、教室、

校庭 

  九段小

学校 

体育館Ａ

面・Ｂ面、

ランチルー

ム、教室、

校庭 

 

 富士見

小学校 

体育館Ａ

面・Ｂ面、

多目的ホー

ル、会議室、

ランチルー

ム、音楽室、

図工室、家

庭科室、校

庭 

  富士見

小学校 

体育館Ａ

面・Ｂ面、

多目的ホー

ル、会議室、

ランチルー

ム、音楽室、

図工室、家

庭科室、視

聴覚室、校

庭 

 

 お茶の

水小学

校 

体育館Ａ

面・Ｂ面、

多目的ホー

ル、会議室、

和室、ラン

チルーム、

多目的室、

教室、校庭 

           

 千代田

小学校 

体育館、多

目的ホー

ル、会議室、

和室、教室、

校庭 

     千代田

小学校 

体育館、多

目的ホー

ル、会議室、

和室、教室、

校庭 

    

教 育 委 員 会 資 料 

令和 ６ 年 ２ 月 27 日 

子 ど も 施 設 課 
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 駐車場 午前８時45分から午

後10時15分まで 

  駐車場 午前８時45分から午

後10時15分まで 

 

 昌平小

学校 

体育館、多

目的ホー

ル、会議室、

教室、校庭 

午前９

時から

正午ま

で 

午後１

時から

午後５

時まで 

午後６

時から

午後10

時まで 

  昌平小

学校 

体育館、多

目的ホー

ル、会議室、

和室、教室、

校庭 

午前９

時から

正午ま

で 

午後１

時から

午後５

時まで 

午後６

時から

午後10

時まで 

 

 和泉小

学校 

体育館、教

室、校庭 
     和泉小

学校 

体育館、教

室、校庭 
    

 麹町中

学校 

体育館Ａ

面・Ｂ面、

武道場、会

議室、和室、

ランチルー

ム、教室、

音楽室、美

術室、技術

室、家庭科

室、合同教

室、校庭 

  麹町中

学校 

体育館Ａ

面・Ｂ面、

武道場、会

議室、和室、

ランチルー

ム、教室、

音楽室、美

術室、技術

室、家庭科

室、合同教

室、校庭 

 

 神田一

橋中学

校 

体育館、武

道場、多目

的ホール、

会議室、和

室、教室、

音楽室、美

術室、技術

室、家庭科

室、校庭 

  神田一

橋中学

校 

体育館、武

道場、多目

的ホール、

会議室、和

室、教室、

音楽室、美

術室、技術

室、家庭科

室、校庭 

 

備考 １ 使用区分は、連続して使用すること

ができる。 

備考 １ 使用区分は、連続して使用すること

ができる。 

２ 麹町小学校、富士見小学校、千代田

小学校及び昌平小学校において、校庭

の夜間の使用時間は、午後９時までと

する。 

２ 麹町小学校、富士見小学校、千代田

小学校及び昌平小学校において、校庭

の夜間の使用時間は、午後９時までと

する。 

２ プール ２ プール 

 学校名 使用時間   学校名 使用時間  

 麹町小学校 午前10時から午後９

時まで 

  麹町小学校 午前10時から午後９

時まで 

 

 富士見小学校    富士見小学校   

 お茶の水小学校       

 千代田小学校    千代田小学校   

 昌平小学校    昌平小学校   

 和泉小学校    和泉小学校   

別表第２（第６条関係） 別表第２（第６条関係） 

１ プールを除く施設 １ プールを除く施設 

（使用区分を連続して使用する場合の使用料

は、各区分の額の合計額とする。） 

（使用区分を連続して使用する場合の使用料

は、各区分の額の合計額とする。） 

ア 番町小学校 ア 番町小学校及びお茶の水小学校 

 使用区分 午前 午後 夜間   使用区分 午前 午後 夜間  
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 施設   施設  

 体育館、講堂 2,300

円 

4,000

円 

5,800

円 

  体育館、講堂 2,300

円 

4,000

円 

5,800

円 

 

 教室 200円 300円 600円   教室 200円 300円 600円  

 校庭 900円 1,300

円 

3,000

円 

  校庭 900円 1,300

円 

3,000

円 

 

イ 麹町小学校 イ 麹町小学校 

 使用区分 
午前 午後 夜間 

  使用区分 
午前 午後 夜間 

 

 施設   施設  

 体育館 3,400

円 

4,800

円 

6,900

円 

  体育館 3,400

円 

4,800

円 

6,900

円 

 

 ランチルーム 3,400

円 

4,800

円 

6,900

円 

  ランチルーム 3,400

円 

4,800

円 

6,900

円 

 

 （1,70

0円） 

（2,40

0円） 

（3,40

0円） 

  （1,70

0円） 

（2,40

0円） 

（3,40

0円） 

 

 教室 600円 900円 1,100

円 

  教室 600円 900円 1,100

円 

 

 校庭 900円 1,300

円 

3,000

円 

  校庭 900円 1,300

円 

3,000

円 

 

注 （ ）内はランチルームを二分して使用す

る場合の使用料 

注 （ ）内はランチルームを二分して使用す

る場合の使用料 

ウ 九段小学校 ウ 九段小学校 

 使用区分 
午前 午後 夜間 

  使用区分 
午前 午後 夜間 

 

 施設   施設  

 
体育館Ａ面 

2,500

円 

3,500

円 

5,000

円 

  
体育館Ａ面 

2,500

円 

3,500

円 

5,000

円 

 

 
体育館Ｂ面 

2,500

円 

3,500

円 

5,000

円 

  
体育館Ｂ面 

2,500

円 

3,500

円 

5,000

円 

 

 
ランチルーム 

900円 1,200

円 

1,700

円 

  
ランチルーム 

900円 1,200

円 

1,700

円 

 

 
教室 

600円 900円 1,100

円 

  
教室 

600円 900円 1,100

円 

 

 
校庭 

900円 1,300

円 

3,000

円 

  
校庭 

900円 1,300

円 

3,000

円 

 

エ 富士見小学校 エ 富士見小学校 

 使用区分 
午前 午後 夜間 

  使用区分 
午前 午後 夜間 

 

 施設   施設  

 体育館Ａ面 2,500

円 

3,500

円 

5,000

円 

  体育館Ａ面 2,500

円 

3,500

円 

5,000

円 

 

 体育館Ｂ面 2,500

円 

3,500

円 

5,000

円 

（3,10

0円） 

  体育館Ｂ面 2,500

円 

3,500

円 

5,000

円 

（3,10

0円） 

 

 多目的ホール 600円 900円 1,100

円 

  多目的ホール 600円 900円 1,100

円 

 

 会議室 600円 900円 1,100

円 

  会議室 600円 900円 1,100

円 

 

 ランチルーム 1,800

円 

2,400

円 

3,400

円 

  ランチルーム 1,800

円 

2,400

円 

3,400

円 

 

 音楽室 600円 900円 1,100  音楽室 600円 900円 1,100 
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円 円 

 図工室 600円 900円 1,100

円 

  図工室 600円 900円 1,100

円 

 

 家庭科室 600円 900円 1,100

円 

  家庭科室 600円 900円 1,100

円 

 

       視聴覚室 600円 900円 1,100

円 

 

 校庭 900円 1,300

円 

3,000

円 

  校庭 900円 1,300

円 

3,000

円 

 

注 体育館Ｂ面については、月曜日から土曜日

までの夜間の使用時間を午後７時30分から午

後10時までとし、使用料は（ ）内のとおり

とする。 

注 体育館Ｂ面については、月曜日から土曜日

までの夜間の使用時間を午後７時30分から午

後10時までとし、使用料は（ ）内のとおり

とする。 

オ お茶の水小学校  

 使用区分 
午前 午後 夜間 

   
   

 

 施設     

 
体育館Ａ面 

2,700

円 

3,800

円 

5,100

円 

  
 

    

 
体育館Ｂ面 

2,700

円 

3,800

円 

5,100

円 

  
 

    

 
多目的ホール 

1,200

円 

1,800

円 

2,200

円 

  
 

    

 会議室 400円 600円 700円        

 和室 400円 600円 700円        

 
ランチルーム 

900円 1,200

円 

1,700

円 

  
 

    

 多目的室 400円 600円 700円        

 
教室 

600円 900円 1,100

円 

  
 

    

 
校庭 

1,000

円 

1,500

円 

3,600

円 

  
 

    

カ 千代田小学校 オ 千代田小学校 

 使用区分 
午前 午後 夜間 

  使用区分 
午前 午後 夜間 

 

 施設   施設  

 体育館 3,400

円 

4,800

円 

6,900

円 

  体育館 3,400

円 

4,800

円 

6,900

円 

 

 多目的ホール 1,700

円 

2,300

円 

2,900

円 

  多目的ホール 1,700

円 

2,300

円 

2,900

円 

 

 会議室 400円 600円 700円   会議室 400円 600円 700円  

 和室 400円 600円 700円   和室 400円 600円 700円  

 教室 600円 900円 1,100

円 

  教室 600円 900円 1,100

円 

 

 校庭 900円 1,300

円 

3,000

円 

  校庭 900円 1,300

円 

3,000

円 

 

 駐車場 30分につき200円   駐車場 30分につき200円  

キ 昌平小学校 カ 昌平小学校 

 使用区分 
午前 午後 夜間 

  使用区分 
午前 午後 夜間 

 

 施設   施設  

 体育館 3,400

円 

4,800

円 

6,900

円 

  体育館 3,400

円 

4,800

円 

6,900

円 
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 多目的ホール 2,500

円 

3,400

円 

4,300

円 

  多目的ホール 2,500

円 

3,400

円 

4,300

円 

 

 会議室 600円 900円 1,100

円 

  会議室 600円 900円 1,100

円 

 

       和室 400円 600円 700円  

 教室 600円 900円 1,100

円 

  教室 600円 900円 1,100

円 

 

 校庭 1,500

円 

2,100

円 

4,800

円 

  校庭 1,500

円 

2,100

円 

4,800

円 

 

ク 和泉小学校 キ 和泉小学校 

 使用区分 
午前 午後 夜間 

  使用区分 
午前 午後 夜間 

 

 施設   施設  

 体育館 2,300

円 

4,000

円 

5,800

円 

  体育館 2,300

円 

4,000

円 

5,800

円 

 

 教室 350円 700円 900円   教室 350円 700円 900円  

 校庭 900円 1,300

円 

3,000

円 

  校庭 900円 1,300

円 

3,000

円 

 

ケ 麹町中学校 ク 麹町中学校 

 使用区分 
午前 午後 夜間 

  使用区分 
午前 午後 夜間 

 

 施設   施設  

 体育館Ａ面 2,500

円 

3,500

円 

5,000

円 

（3,80

0円） 

  体育館Ａ面 2,500

円 

3,500

円 

5,000

円 

（3,80

0円） 

 

 体育館Ｂ面 2,500

円 

3,500

円 

5,000

円 

（3,80

0円） 

  体育館Ｂ面 2,500

円 

3,500

円 

5,000

円 

（3,80

0円） 

 

 武道場 2,300

円 

4,000

円 

5,800

円 

（4,40

0円） 

  武道場 2,300

円 

4,000

円 

5,800

円 

（4,40

0円） 

 

 会議室 600円 900円 1,100

円 

（900

円） 

  会議室 600円 900円 1,100

円 

（900

円） 

 

 和室 400円 600円 700円 

（600

円） 

  和室 400円 600円 700円 

（600

円） 

 

 ランチルーム 1,800

円 

2,400

円 

3,400

円 

（2,60

0円） 

  ランチルーム 1,800

円 

2,400

円 

3,400

円 

（2,60

0円） 

 

 教室 600円 900円 1,100

円 

（900

円） 

  教室 600円 900円 1,100

円 

（900

円） 

 

 音楽室 600円 900円 1,100

円 

（900

  音楽室 600円 900円 1,100

円 

（900
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円） 円） 

 美術室 600円 900円 1,100

円 

（900

円） 

  美術室 600円 900円 1,100

円 

（900

円） 

 

 技術室 600円 900円 1,100

円 

（900

円） 

  技術室 600円 900円 1,100

円 

（900

円） 

 

 家庭科室 600円 900円 1,100

円 

（900

円） 

  家庭科室 600円 900円 1,100

円 

（900

円） 

 

 合同教室 2,300

円 

4,000

円 

5,800

円 

（4,40

0円） 

  合同教室 2,300

円 

4,000

円 

5,800

円 

（4,40

0円） 

 

 校庭 900円 1,300

円 

3,000

円 

（2,30

0円） 

  校庭 900円 1,300

円 

3,000

円 

（2,30

0円） 

 

注 夜間の使用時間が午後７時から午後10時ま

での場合は、使用料は（ ）のとおりとする。 

注 夜間の使用時間が午後７時から午後10時ま

での場合は、使用料は（ ）のとおりとする。 

コ 神田一橋中学校 ケ 神田一橋中学校 

 使用区分 
午前 午後 夜間 

  使用区分 
午前 午後 夜間 

 

 施設   施設  

 体育館 3,400

円 

4,800

円 

6,900

円 

（5,20

0円） 

  体育館 3,400

円 

4,800

円 

6,900

円 

（5,20

0円） 

 

 武道場 2,300

円 

4,000

円 

5,800

円 

（4,40

0円） 

  武道場 2,300

円 

4,000

円 

5,800

円 

（4,40

0円） 

 

 多目的ホール 1,700

円 

2,300

円 

2,900

円 

（2,20

0円） 

  多目的ホール 1,700

円 

2,300

円 

2,900

円 

（2,20

0円） 

 

 会議室 600円 900円 1,100

円 

（900

円） 

  会議室 600円 900円 1,100

円 

（900

円） 

 

 和室 800円 1,200

円 

1,400

円 

（1,10

0円） 

  和室 800円 1,200

円 

1,400

円 

（1,10

0円） 

 

 和室（１間のみ利

用の場合） 

400円 600円 700円 

（600

円） 

  和室（１間のみ利

用の場合） 

400円 600円 700円 

（600

円） 

 

 教室 600円 900円 1,100  教室 600円 900円 1,100 
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円 

（900

円） 

円 

（900

円） 

 音楽室 600円 900円 1,100

円 

（900

円） 

  音楽室 600円 900円 1,100

円 

（900

円） 

 

 美術室 600円 900円 1,100

円 

（900

円） 

  美術室 600円 900円 1,100

円 

（900

円） 

 

 技術室 600円 900円 1,100

円 

（900

円） 

  技術室 600円 900円 1,100

円 

（900

円） 

 

 家庭科室 600円 900円 1,100

円 

（900

円） 

  家庭科室 600円 900円 1,100

円 

（900

円） 

 

 校庭 900円 1,300

円 

3,000

円 

（2,30

0円） 

  校庭 900円 1,300

円 

3,000

円 

（2,30

0円） 

 

注 夜間の使用時間が午後７時から午後10時ま

での場合は、使用料は（ ）のとおりとする。 

注 夜間の使用時間が午後７時から午後10時ま

での場合は、使用料は（ ）のとおりとする。 

２ プール ２ プール 

麹町小学校、富士見小学校、お茶の水小学校、

千代田小学校、昌平小学校及び和泉小学校 

麹町小学校、富士見小学校、千代田小学校、

昌平小学校及び和泉小学校 

 

対象者 

使用料（回数券は１冊

11枚つづり） 

  

対象者 

使用料（回数券は１冊

11枚つづり） 

 

 区民 区民以外   区民 区民以外  

 個人 

大人 

（高校生以

上） 

 400円  600円   個人 

大人 

（高校生以

上） 

 400円  600円  

 回数

券 
 回数

券 
   回数

券 
 回数

券 
  

  4,000

円 
 6,000

円 

   4,000

円 
 6,000

円 

 

 

小人 

（中学生以

下） 

 200円  300円   

小人 

（中学生以

下） 

 200円  300円  

 回数

券 
 回数

券 
   回数

券 
 回数

券 
  

  2,000

円 
 3,000

円 

   2,000

円 
 3,000

円 

 

 団体

（貸

切） 

麹町小学

校、お茶の

水小学校、

千代田小学

校及び昌平

小学校 

24,000円   団体

（貸

切） 

麹町小学

校、千代田

小学校及び

昌平小学校 

24,000円  

 富士見小学

校、和泉小

学校 

21,000円   富士見小学

校、和泉小

学校 

21,000円  
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備考 １ プール使用の単位時間は２時間とす

る。 

備考 １ プール使用の単位時間は２時間とす

る。 

２ ２時間を超えてプールを使用したと

きは、超過１時間（１時間に満たない

ときは１時間とみなす。）につき、一

般使用料の５割相当額を徴収するもの

とする。 

２ ２時間を超えてプールを使用したと

きは、超過１時間（１時間に満たない

ときは１時間とみなす。）につき、一

般使用料の５割相当額を徴収するもの

とする。 

３ 「区民」とは、千代田区内に住所を

有する者をいう。 

３ 「区民」とは、千代田区内に住所を

有する者をいう。 

 


